
物
価
反
映
は
据
え
置
き

　

厚
生
労
働
省
は
、
一
月
二
五
日
に
発
表
さ
れ
た
「
二
〇
一
三
年
度
平
均
の
全

国
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年
比
変
動
率
」
が
〇
・
〇
％
で
あ
っ
た
こ
と
を
受

け
、
「
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
年
金
額
は
二
〇
一
二
年
度
と
同
じ

額
と
な
る
」
こ
と
を
発
表
し
た
。
九
月
ま
で
据
え
置
き
と
し
た
の
は
、
例
年
の

物
価
反
映
と
は
別
に
物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
措
置
を
解
消
す
る
法
律
が
可
決
さ
れ
、

一
〇
月
以
降
一
％
減
額
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
措
置
解
消
に
よ
る
減
額

　

現
在
の
年
金
額
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
〇
二
年
度
に
か
け
て
、
物
価
が
下

が
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
特
例
法
で
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
せ
ず
に
年
金
額
を
据
え

置
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
本
来
の
年
金
額
よ
り
累
積
で
二
・
五
％
高
い
特
例

水
準
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
例
水
準
は
当
時
の
経
済
状
況
を
勘
案
し
て

国
会
の
全
会
派
一
致
で
決
定
・
維
持
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
税
・
社
会
保
障

一
体
改
革
大
綱
で
唐
突
に
こ
れ
を
解
消
す
る
方
針
が
提
起
さ
れ
、
解
消
を
盛
り

込
ん
だ
「
国
民
年
金
法
等
の
改
正
法
案
」
は
一
一
月
一
六
日
に
成
立
し
た
。

　

地
公
退
は
、
退
職
者
連
合
と
と
も
に
「
本
来
水
準
と
特
例
水
準
の
乖
離
は
い

ず
れ
解
消
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
物
価
上
昇
時
に
吸
収
す
る
形
で
解
消
す
べ
き
、

年
金
額
の
切
り
下
げ
に
は
反
対
」
と
主
張
し
た
。
か
つ
、
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
記
載
さ
れ
た
年
金
の
所
得
税
控
除
の
復
元
は
放
置
し
た
ま
ま
、
記
載
の
な

か
っ
た
特
例
水
準
解
消
を
唐
突
に
提
起
す
る
こ
と
は
信
義
に
反
す
る
と
し
て
反

対
し
た
が
、
衆
議
院
解
散
直
前
に
駆
け
込
み
可
決
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
案
は
一
二
年
二
月
に
国
会
提
出
さ
れ
た
が
、
当
初
案
に
あ
っ
た
基
礎

年
金
国
庫
負
担
分
の
財
源
を
措
置
す
る
国
債
の
方
式
を
め
ぐ
っ
て
与
野
党
が
折

り
合
わ
な
か
っ
た
た
め
、
八
月
一
〇
日
の
一
体
改
革
関
連
八
法
案
の
可
決
に
は

間
に
合
わ
ず
継
続
審
査
と
な
っ
た
。
結
果
的
に
一
部
修
正
の
う
え
一
一
月
に
可

決
さ
れ
た
が
、
当
初
法
案
に
あ
っ
た
減
額
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
一
二
年
一
〇
月
△

〇
・
九
％
、
一
三
年
四
月
△
〇
・
八
％
、
一
四
年
四
月
△
〇
・
八
％
）
で
は
実

施
で
き
ず
、
実
施
時
期
を
繰
り
下
げ
て
一
三
年
一
〇
月
△
一
％
、
一
四
年
四
月

△
一
％
、
一
五
年
四
月
△
〇
・
五
％
で
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

な
お
、
一
四
年
以
降
の
削
減
幅
は
今
後
の
「
対
前
年
の
物
価
上
昇
（
下

降
）
」
が
あ
れ
ば
、
年
金
額
の
引
上
げ
（
引
下
げ
）
と
相
殺
（
合
算
）
さ
れ
る
。

追
加
費
用
削
減

　

二
〇
一
二
年
八
月
に
被
用
者
年
金
一
元
化
法
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

追
加
費
用
の
二
七
％
削
減
が
実
施
さ
れ
る
。

　

地
公
退
は
、
廃
案
と
な
っ
た
前
回
の
一
元
化
法
案
の
時
と
同
様
に
「
追
加
費

用
は
共
済
年
金
発
足
前
に
関
す
る
雇
用
主
責
任
に
よ
る
恩
給
の
支
払
い
代
行
に

過
ぎ
ず
、
年
金
原
資
に
公
費
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
る
官
民
格
差
で
は
な
い
。

ま
た
、
共
済
年
金
支
給
水
準
の
妥
当
性
の
問
題
と
も
理
屈
の
筋
が
違
う
。
削
減

は
制
度
的
に
誤
り
。
」
と
主
張
し
て
き
た
が
、
今
次
法
案
審
議
で
は
ほ
と
ん
ど

論
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
可
決
さ
れ
た
。

　

被
用
者
年
金
一
元
化
法
は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
施
行
だ
が
、
追
加
費
用
減
額

は
「
こ
の
法
律
の
公
布
日
（
二
〇
一
二
年
八
月
二
二
日
）
か
ら
一
年
以
内
の
政

令
で
定
め
る
日
」
か
ら
実
施
と
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
は
実
施
時
期
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
年
の
八
月
施
行
、
一
〇
月
支
給
分
か
ら
減
額
の
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

≪

削
減
の
中
身≫

＜

追
加
費
用
対
象
者＞

：

共
済
組
合
制
度
発
足
以
前
の
恩
給
期
間
を
引
き
継
い

で
い
る
者
で
、
地
方
公
務
員
共
済
で
は
受
給
権
者
総
数
約
二
七
四
万
人
の
う
ち
、

半
数
弱
が
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
。

＜
削
減
幅
二
七
％
の
政
府
説
明＞

：

地
公
共
済
制
度
発
足
時
（
昭
和
三
七
年
一

二
月
）
の
本
人
負
担
は
四
・
四
％
だ
っ
た
。
し
か
し
、
恩
給
期
間
中
は
恩
給
納

金
と
し
て
本
人
二
％
を
負
担
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
共
済
掛
金
に
比
し
て
恩

給
期
間
に
負
担
が
少
な
か
っ
た
分
は
二
七
％≪

｛
八
・
八
（
本
人
負
担
四
・
四

＋
事
業
主
負
担
四
・
四
）－

六
・
四
（
恩
給
納
金
二
＋
事
業
主
負
担
四
・

四
）
｝
÷
八
・
八
＝
二
七≫

＜

各
人
の
削
減
幅
の
計
算＞

：

「
年
金
給
付
額
×
（
文
官
恩
給
期
間
／
在
職
期

間
）
×
二
七
％
」

　

＊
恩
給
期
間
が
長
い
程
削
減
幅
が
大
き
く
な
る

　

＊
軍
人
恩
給
は
削
減
対
象
と
さ
れ
な
い

＜

配
慮
措
置＞

：

受
給
者
の
生
活
安
定
と
憲
法
上
の
財
産
権
保
護
の
観
点
か
ら

二
つ
の
配
慮
措
置

①　

給
付
額
減
額
率
の
上
限

：

給
付
額
（
恩
給
期
間
と
共
済
期
間
の
合
計
）
に

対
す
る
削
減
率
に
一
〇
％
の
上
限
を
設
け
る
。
（
給
付
額
に
対
す
る
減
額
率

≦

一
〇
％
）

②　

減
額
対
象
の
下
限

：

年
金
給
付
年
額
（
恩
給
期
間
と
共
済
期
間
の
合
計
）

が
二
三
〇
万
円
以
下
の
者
は
減
額
対
象
と
し
な
い
。
（
減
額
後
の
給
付
額≧

二
三
〇
万
円
）

　

＊
前
回
法
案
で
は
、
こ
の
給
付
最
低
保
障
額
は
二
五
〇
万
円
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
の
物
価
下
落
を
考
慮
し
て
二
三
〇
万
円
に
下
げ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
配
慮
措
置
に
よ
り
、
追
加
費
用
対
象
者
の
う
ち
約
四
割
程
度
が

減
額
除
外
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

復
興
特
別
税
の
年
金
か
ら
の
源
泉
徴
収

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
実
施
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す

る
た
め
に
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
特
別
措
置
法
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴

い
、
二
〇
一
三
年
～
三
八
年
の
二
五
年
間
、
「
基
準
所
得
税
額
×
二
・
一
％
の

復
興
特
別
所
得
税
」
を
納
税
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
年
金
に
関
す
る
確
定
申
告

は
二
〇
一
四
年
申
告
分
か
ら
と
な
る
が
、
年
金
か
ら
の
源
泉
徴
収
は
二
〇
一
三

年
二
月
支
給
分
か
ら
実
施
さ
れ
る
。

　

特
措
法
の
審
議
当
時
、
復
興
財
源
に
協
力
す
る
こ
と
は
当
然
と
す
る
社
会
的

合
意
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
復
興
名
目
で
あ
り
な
が
ら
無
関
係
な
事
業
へ
の
予

算
執
行
例
が
現
れ
て
信
頼
が
傷
つ
け
ら
れ
た
。
二
五
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
負

担
を
求
め
ら
れ
る
以
上
、
厳
密
に
復
興
の
た
め
有
効
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
監
視

す
る
必
要
が
あ
る
。

（
復
興
特
別
税
は
所
得
税
の
ほ
か
、
個
人
住
民
税
均
等
割

：

二
〇
一
四
年
六
月

～
二
四
年
五
月
ま
で
の
一
〇
年
間
一
〇
〇
〇
円
加
算
、
法
人
税

：

二
〇
一
二
年

度
～
一
五
年
度
の
三
年
間
二
・
五
五
％
が
あ
る
）
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地
公
退
・
自
治
退

「
尖
閣
諸
島
問
題
を
考
え
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

学
習
会
を
開
催

　

一
月
二
十
三
日
、
地
公
退
・
自
治
退
は
幹
部
合
同
学

習
会
と
し
て
、
元
外
務
省
国
際
情
報
局
長
の
孫
崎
享
氏

を
講
師
に
「
戦
後
史
の
正
体
」
を
テ
ー
マ
に
学
習
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
孫
崎
さ
ん
は
、
「
ア
メ
リ
カ
と
日
本
」
、

「
中
国
と
日
本
」
、
「
戦
後
と
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

国
境
問
題
」
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
日
本
人
の
生
活
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
」
、
な
ど
に
つ
い
て
活
発
に
発
信
を
し
て
い
ま
す
。

以
下
は
、
尖
閣
問
題
を
中
心
と
し
た
講
演
の
概
要
で
す
。

　
国
境
問
題
を
考
え
る
ス
タ
ー
ト
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
か
ら

　

日
本
の
戦
後
は
、
一
九
四
五
年
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
か
ら
始
ま
っ
た
。

九
月
二
日
に
、
降
伏
文
書
に
署
名
し
て
日
本
の
出
発
が
あ
っ
た
。

　

で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
領
土
問
題
は
ど
う
書
い
て
あ
る
の
か
。
大
き
く

言
っ
て
、
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。

　

①
日
本
の
主
権
は
、
本
州
、
九
州
、
四
国
、
北
海
道
と
す
る
、
②
そ
の
他
の

島
々
は
、
連
合
国
側
が
決
め
る
も
の
に
限
定
す
る
、
③
カ
イ
ロ
宣
言
を
遵
守
す

る
。

　

も
う
一
つ
、
日
本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
で
、
千
島
列
島
を
放
棄
し
た
。

吉
田
首
相
が
条
約
に
署
名
す
る
時
、
「
南
千
島
は
ロ
シ
ア
と
の
協
定
も
あ
り
、

明
治
時
代
か
ら
我
々
の
も
の
だ
か
ら
放
棄
し
た
く
な
い
」
と
主
張
し
た
が
、
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
、
領
土
問
題
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
こ
と
を
な
ぜ
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
国
際
的
に
は
通
用
し
な
い
「
先
占
の
法
理
」

　

「
日
本
の
固
有
の
領
土
」
と
説
明
す
る
時
に
、
「
一
八
九
五
年
に
日
本
は
誰
に

も
属
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
我
々
の
も
の
だ
、
と
宣
言

し
た
か
ら
尖
閣
は
日
本
の
も
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
先
占
の
法
理
」

と
い
う
が
、
こ
れ
を
理
由
に
、
日
本
で
は
多
く
の
人
が
「
国
際
的
に
何
ら
問
題

は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
先
占
の
法
理
」
は
、
植
民
地
時
代

の
中
近
東
や
ア
フ
リ
カ
を
植
民
地
化
す
る
時
の
考
え
方
で
、
第
二
次
大
戦
後
は

こ
の
考
え
方
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
あ
た
か
も
万
能
の

よ
う
に
使
っ
て
い
る
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
行
け
ば
、
日
本
の
主
張
は
も
の

す
ご
く
弱
い
と
思
う
。

　
日
・
中
間
、
日
・
露
間
に
打
ち
込
ま
れ
た
ク
サ
ビ

　

一
九
五
六
年
に
日
本
は
「
抑
留
者
の
救
済
、
国
連
へ
の
加
入
、
国
際
社
会
へ

の
参
加
」
を
大
き
な
理
由
に
ソ
連
と
国
交
回
復
し
た
。
そ
の
際
、
「
国
後
・
択

捉
は
ソ
連
の
も
の
」
と
し
て
手
を
う
と
う
と
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
「
も
し
そ

れ
を
や
っ
た
ら
沖
縄
は
返
さ
な
い
」
と
言
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
領
土
問
題
を

残
し
て
お
け
ば
、
日
・
ソ
は
い
つ
も
喧
嘩
す
る
。
日
本
を
冷
戦
の
基
地
に
す
る

た
め
に
は
「
日
・
ソ
が
仲
良
く
な
っ
て
は
困
る
」
と
い
う
構
造
だ
。
こ
の
経
過

を
ふ
ま
え
て
尖
閣
諸
島
問
題
を
考
え
て
み
る
。

　

今
こ
の
問
題
で
ア
メ
リ
カ
は
、
「
ど
ち
ら
に
も
付
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。

同
盟
国
の
ア
メ
リ
カ
で
す
ら
「
ど
ち
ら
に
も
付
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
、

ど
う
し
て
「
国
際
的
に
何
の
問
題
も
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
か
。

　

ア
メ
リ
カ
が
「
中
立
」
と
言
っ
た
の
は
一
九
七
一
年
の
沖
縄
返
還
の
時
で
、

日
本
に
返
す
時
に
「
全
部
返
す
」
と
言
え
ば
い
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
領
有
権

問
題
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
に
も
付
か
な
い
」
と
言
っ
た
。
一
九
七
一
年
は
、
ニ

ク
ソ
ン
が
中
国
を
訪
問
す
る
年
の
こ
と
。
日
本
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
先
に
中
国
に

行
く
こ
と
を
「
ダ
メ
だ
」
と
言
っ
て
い
た
ニ
ク
ソ
ン
の
時
に
「
ど
ち
ら
側
に
も

付
か
な
い
」
と
言
っ
た
。

　

中
国
の
元
駐
日
大
使
が
、
「
尖
閣
諸
島
に
時
限
爆
弾
が
仕
掛
け
ら
れ
た
」
と

言
い
、
あ
る
学
者
は
「
一
九
五
〇
年
代
の
冷
戦
時
代
に
、
日
・
ソ
間
に
楔
が
打

ち
込
ま
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
日
・
中
間
に
尖
閣
諸
島
と
い
う
楔
が
打
ち
込

ま
れ
た
」
と
表
現
し
た
。

　

し
か
し
こ
の
時
限
爆
弾
は
不
発
だ
っ
た
。
周
恩
来
が
「
棚
上
げ
」
に
し
た
か

ら
で
、
「
棚
上
げ
」
と
は
、
中
国
も
日
本
も
「
わ
が
国
の
も
の
」
と
主
張
し
つ

つ
、
「
日
本
の
管
轄
事
実
を
黙
認
す
る
」
と
言
う
扱
い
。
管
轄
地
を
そ
の
ま
ま

続
け
て
い
れ
ば
、
日
本
が
法
律
的
に
優
位
に
立
つ
。
元
外
務
省
の
中
国
課
長
や
、

元
外
務
次
官
は
、
「
棚
上
げ
合
意
」
は
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

現
在
は
政
府
も
外
務
省
も
「
棚
上
げ
合
意
」
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し

て
「
こ
の
ま
ま
放
っ
て
置
い
た
ら
日
中
関
係
が
大
変
な
事
に
な
る
」
と
言
っ
た

現
地
の
中
国
大
使
を
更
迭
し
た
。

　「
集
団
的
自
衛
権
」
の
詭
弁
と
危
険

　

現
在
、
「
集
団
的
自
衛
権
」
が
非
常
に
大
き
い
政
治
目
的
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
「
集
団
的
自
衛
権
」
に
は
も
の
す
ご
い
詭
弁
が
あ
る
。

　

小
泉
元
首
相
は
「
日
本
を
守
る
た
め
の
米
国
の
艦
艇
の
隣
に
日
本
の
艦
艇
が

い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
艦
艇
が
攻
撃
さ
れ
た
時
、
黙
っ
て
み
て
い
る
事
が
許
さ
れ

る
の
か
」
と
言
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
の
詭
弁
だ
。

　

日
米
安
保
条
約
に
は
、
「
国
連
憲
章
に
反
し
た
行
動
は
と
ら
な
い
」
と
書
い

て
あ
る
。
国
連
憲
章
で
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
「
主
権
を
尊
重
す
る
、
軍
事
行

動
を
と
ら
な
い
」
と
言
う
約
束
で
あ
る
。
問
題
の
解
決
に
軍
事
行
動
は
と
ら
な

い
、
だ
が
、
「
誰
か
が
攻
撃
さ
れ
た
時
は
自
衛
権
を
発
動
し
、
あ
る
い
は
集
団

的
自
衛
権
で
守
り
ま
し
ょ
う
」
と
書
い
て
あ
る
。

　

「
誰
か
が
攻
撃
す
る
」
が
最
初
で
あ
る
。
日
本
の
管
轄
地
に
誰
か
が
攻
撃
し

た
ら
そ
の
時
、
自
分
へ
の
攻
撃
と
み
な
し
て
、
憲
法
の
範
囲
で
行
動
を
と
る
。

　

し
か
し
小
泉
さ
ん
が
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
領
域
外
で
や
る
こ
と
で
あ
り
、

イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
一
緒
に
協
力
し
よ
う
、
と
言
う
こ
と
だ
。
そ
し

て
そ
れ
は
「
相
手
の
攻
撃
が
あ
っ
た
時
」
で
は
な
い
。
イ
ラ
ク
攻
撃
は
相
手
が

攻
撃
し
な
く
て
も
ア
メ
リ
カ
が
先
に
攻
撃
し
た
も
の
。

　

だ
か
ら
集
団
的
自
衛
権
と
言
う
の
は
、
日
本
の
防
衛
と
は
全
く
関
係
な
い
、

単
に
ア
メ
リ
カ
軍
に
自
衛
隊
が
協
力
す
る
だ
け
の
こ
と
。
尖
閣
問
題
を
出
す
こ

と
が
、
日
本
が
米
軍
の
戦
略
に
乗
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、

尖
閣
諸
島
問
題
を
し
っ
か
り
と
勉
強
す
る
こ
と
が
必
要
。

　

一
九
七
九
年
の
読
売
新
聞
の
社
説
は
、
「
尖
閣
諸
島
問
題
は
、
日
中
国
交
回

復
の
際
も
問
題
に
な
っ
た
が
、
触
れ
な
い
で
お
こ
う
方
式

で
処
理
さ
れ
た
。

日
・
中
双
方
と
も
現
実
に
論
争
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
こ
の
問
題
を

留
保
し
、
将
来
の
解
決
に
待
つ
こ
と
で
日
・
中
政
府
間
の
了
解
が
つ
い
た
。
こ

れ
は
共
同
声
明
や
条
約
上
の
文
書
に
は
な
い
が
、
れ
っ
き
と
し
た
政
府
対
政
府

の
約
束
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
尖
閣
諸
島
問
題
に
つ
い
て
は
慎

重
に
対
処
し
、
決
し
て
紛
争
の
種
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
論
説
し
た
。
読
売

だ
け
で
な
く
、
日
本
の
新
聞
は
み
ん
な
同
様
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
今
、
鳩
山
さ
ん
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
「
国
賊
」
と
言
わ
れ
、
公
明

党
の
山
口
さ
ん
は
訪
中
前
に
「
棚
上
げ
論
」
を
発
言
し
、
一
日
で
そ
れ
を
撤
回

し
た
。
い
か
に
こ
の
問
題
で
変
な
圧
力
が
出
て
き
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。

　
東
ア
ジ
ア
の
安
全
と
領
土
問
題
を
考
え
る
視
点

　

非
常
に
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
は
こ
の
領
土
問
題
に
ど
れ
く
ら
い
比
重
を

か
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
境
地
域
に
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
が
あ
り
、

そ
こ
に
Ｅ
Ｕ
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
ド
イ
ツ
人
が
住
ん
で
い
た
が
、

そ
れ
を
第
二
次
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス
が
取
っ
た
。
で
は
、
ド
イ
ツ
は
取
り
返
そ
う

と
し
て
い
る
か
？　

取
り
返
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
地
域
は
い
ま
「
ユ
ー

ロ
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
境
界
線
は
あ
る
が
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
人
も
通
勤

し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
形
で
収
め
ら
れ
る
問
題
だ
。
そ
の
収
め
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る

問
題
で
、
我
々
は
場
合
に
よ
っ
て
は
戦
争
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
が
国
と
し
て
全
く
正
し
い
、
と
言
う
風
潮
に
な
っ
て
い
る
。

　

中
国
は
今
ま
で
「
尖
閣
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
日
本
が
管
轄
す
る
に
任
す
、

日
本
の
国
内
も
そ
う
だ
」
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
日
本
は
「
国
有
化
」
し
て

し
ま
っ
た
。
国
有
化
し
た
ら
、
「
こ
れ
か
ら
は
、
日
本
が
や
る
と
同
じ
こ
と
を

や
り
ま
す
」
と
言
い
始
め
た
。
日
本
の
巡
視
船
と
中
国
の
艦
船
が
ぶ
つ
か
る
可

能
性
は
も
の
す
ご
く
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

い
ま
世
界
中
が
基
本
的
に
軍
事
力
を
使
わ
な
い
世
界
に
行
こ
う
と
し
て
い
る

時
に
、
な
ぜ
世
界
で
一
番
経
済
発
展
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
が
、
経
済
か
ら
軍
事

に
切
り
替
え
る
の
か
。

　

東
ア
ジ
ア
の
安
全
、
我
々
の
利
益
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
と
言
う
こ
と
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
。 

（
文
責
・
事
務
局
）


